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第５節 産業・交流 
 

 

【施策体系】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくりの柱 

 
 

まちづくりの目標  分 野 

５－１ 農業・林業・畜産 

５－２ 観  光 

５－３ 工  業 

集落営農の確立により地域ぐるみで農地が

守られ、良質な農林畜産物を供給し、町内

で消費されています。 

住民と行政が一体となり、観光の振興に

取り組んでいます。 

町外者が多く訪れる魅力あるまちづくり

が進められています。 

企業進出が進み、雇用の場が確保されて

います。 

５－４ 商  業 

５－５ 勤 労 者 

商業が活性化してにぎわいがあり、楽し

く買い物ができます。 

勤労者が安心して働ける環境が整備され

ています。 

健全な森林が維持され、森林が持つ多面

的機能が持続的に発揮されています。 
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５－１ 農業・林業・畜産 

■現状と課題 

 
○ 農業産出額は、長引く経済不況の影響等による農産物価格の低下などにより減少傾向に

あります。一方、最近の消費者の農産物や食料品に対するニーズは、安全・安心はもち

ろんのこと、低価格志向、良食味、新鮮さ、機能性などますます多様化しており、それ

らに的確に対応することが求められています。  
○ 農業者の高齢化が進み、担い手の確保が重要な課題となっており、地域が主体となり地

域の農地を守れるような体制を確保することが求められています。  
○ 担い手を育成、確保するため、計画的な作付け、機械整備などによる安定した農業経営

を目指し、経営感覚を備えた収益性の高い農業を推進することが必要となっています。 
○ 農業に取り組みやすい環境を整備し、農地の収益性を確保するため、既存の農業施設を

適切に保全し、効率的な基盤づくりを進めることが求められています。  
○ 良質（安全・安心）で安定した町内農林畜産物の生産供給基盤の整備を進めるため、地

産地消を推進することが求められています。  
○ 自然涵養や防災面などから、適切な森林整備を行うことが求められています。  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：農林業センサス） 

まちづくりの柱５ 産業・交流 

【関連計画】 

垂井農業振興地域整備計画 

（平成 24 年度～） 

農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本的な構想 

（平成 22 年度～平成 32 年度） 
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■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

集落営農の確立により地域ぐるみで農地が守

られ、良質な農林畜産物を供給し、町内で消

費されています。 

こんなことに取り組みます 

施 策 担当課 

担い手の育成 産 業 課 

高収益農業の推進 産 業 課 

農業の基盤づくり 産 業 課 

地産地消の推進 
産 業 課 
学校教育課 

 行政と住民・事業者の役割 
行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○農業に取り組みやすい環
境を整備します。 

○地域農業に関心を持ち、積極
的に農業に取り組みます。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 
担い 手へ の 土 地 利 用
集積率 

34.1％ 54.1％(H23) 59％ 85％ 

 農業生産法人数 ４団体 ７団体 ９団体  

 
学校 給食 の 地 元 食 材
活用率 

3.6％ 6.7％(H23) 10％ 15％ 

※担い手への土地利用集積率：《中間値》担い手への集積面積 489ha ÷ 町内水田面積 904ha 

※農業生産法人数：《目標値変更》広域化も含め法人化に向けた指導をしていくため。 
※学校給食の地元食材活用率：《中間値》町内食材活用量 3,429kg ÷ 全体量 51,416kg 

■目標達成に必要な施策と成果指標 

※間伐事業面積：《目標値変更》既に H29 当初目標値 400ha を達成したため。 

 

※保安林：水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など、特定の公共目
的を達成するため、森林法に基づき、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林。 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

健全な森林が維持され、森林が持つ多面的機
能が持続的に発揮されています。 

こんなことに取り組みます 
施 策 担当課 

適正な森林の整備 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 

行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○計画的な森林整備を進め

ます。 

○造林事業（間伐、枝打ち、

下刈り、植林など）、治山

事業に伴う保安林指定の

推進や制度への理解を深

め、進んで山に関わりを持

ちます。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 保安林※面積 238ha(Ｈ16) 299ha(H23) 300ha 360ha 

 
間伐事業面積（18 年度

からの累積） 
30ha 433ha(H23) 200ha 

 



基本計画 

 75

 
 

５－２ 観 光 

■現状と課題 

 
○ 近年、国の観光立国推進基本計画の策定など、観光立国の実現による産業及び地域の活

性化が期待されています。  
○ より多くの観光客を呼び込むため、垂井町内に点在する観光資源や案内板の整備、修景

事業、および観光イベントの振興などが求められています。  
○ 住民が垂井町内の観光資源を理解するとともに、意識の向上を図るための研修会などの

開催が求められています。  
○ 垂井町の観光をＰＲする手段の開発を進める必要があります。  
○ 町内の観光資源について、近隣市町の観光資源と連携を図り、広域的な視点で考える必

要があります。  
○ 豊かな自然・歴史・文化資源を活用したレクリエーション施設、保養施設や、新たな集

客交流拠点の整備を進める必要があります。  
○ 地域外からの情報や来訪者の増大は、地域の活性化の重要な要素となっています。今日、

近隣市町との連携など様々な交流事業が行われていますが、さらなる交流促進が求めら

れています。  
 

■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

住民と行政が一体となり、観光の振興に取り

組んでいます。 

こんなことに取り組みます 
施 策 担当課 

推進体制の充実 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 

行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○観光関係機関との連携強
化を図ります。 

○地域のことを知り積極的
に観光振興に取り組みま
す。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 
観 光 案 内 な ど の ボ ラ
ン テ ィ ア 活 動 に 参 加
した住民の割合 

2.3％ 1.7％ 
  

 

まちづくりの柱５ 産業・交流 
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■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

町外者が多く訪れる魅力あるまちづくりが進

められています。 

こんなことに取り組みます 

施 策 担当課 

観光情報の発信強化 産 業 課 

観光資源の整備 産 業 課 

交流事業の促進 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 

行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○計画的に観光資源の整備
を推進します。 

○積極的に観光情報を発信
します。 

○計画段階から進んで観光
資源の宣伝や整備に参画
します。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 観光客入込客数 512,954 人 
485,026 人

(H23) 
550,000 人 650,000 人 

 
ホー ムペ ー ジ の 観 光
ガイ ドへ の ア ク セ ス
数（月平均） 

898 件 
1,899 件
(H23) 

2,000 件 5,000 件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     相川の鯉のぼりと桜並木 
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５－３ 工 業 

■現状と課題 

 
○ 企業誘致は、地域経済の活性化と雇用の場の確保を図るうえで有効な手段であり、より

一層推進していく必要がありますが、国内外では工場の再編統合や海外への生産拠点の

移設など、製造業系企業の誘致環境は厳しさを増しています。  
○ 一方、国の「新成長戦略」における「環境・エネルギー分野」をはじめとする成長産業

分野の開拓など、企業誘致に大きな変化をもたらす動きもでてきています。 

○ こうした中で、企業誘致や町内企業の育成を推進するための制度の整備が求められてい

ます。 

○ 恵まれた地理的条件などを活かし、企業誘致のための工業団地の確保や高速道路につな

がる道路などの基盤整備が求められています。 

○ 平成 22 年工業統計調査※結果によると、垂井町の製造品出荷額等は県下で 15 位となっ

ています。 

 

                                                   
※工業統計調査：全国の製造業を営む事業所の１年間の生産活動に伴う製造品出荷額、原材料使用額等

を調査し、産業別、規模別、地域別に製造業の実態を明らかにすることを目的として実施する調査。 

まちづくりの柱５ 産業・交流 

工業（事業所数、従業者数、製造品出荷額等）の推移

 平成2年 168 5,836 1,607

 平成3年 173 5,803 1,651

 平成4年 167 5,762 1,549

 平成5年 159 5,444 1,418

 平成6年 153 5,070 1,331

 平成7年 149 5,057 1,385

 平成8年 148 5,047 1,338

 平成9年 138 5,002 1,342

平成10年 147 5,111 1,266

平成11年 144 4,925 1,194

平成12年 144 4,762 1,137

平成13年 139 4,494 1,053

平成14年 131 4,346 983

平成15年 125 4,067 954

平成16年 110 3,948 1,010

平成17年 109 3,981 1,098

平成18年 104 4,104 1,199

平成19年 112 4,843 1,331

平成20年 112 4,362 1,245

平成21年 107 3,829 944

平成22年 100 4,302 1,009

（資料：工業統計調査（従業者４人以上事業所））

製造品出荷額等
（億円）

事業所数
（箇所）

従業者数
（人）
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■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

企業進出が進み、雇用の場が確保されていま

す。 

こんなことに取り組みます 

施 策 担当課 

企業が進出しやすい基盤の整備 
建 設 課 
産 業 課 

既存企業の育成 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 

行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○企業にとって魅力ある環
境を整備します。 

○事業者は、地元雇用の拡大
を図ります。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 
製造品出荷額等（工業
統計調査） 

1,199 億円 
1,009 億円

(H22) 
1,300 億円 1,500 億円 

 企業誘致数 ０件 ０件 ３件 ３件 

※企業誘致件数：《目標値変更》農地に係る規制強化などにより中間目標を達成できなかったため、引
き続き関係機関との協議や企業へのＰＲを行い、早期誘致に向け取り組みます。 
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５－４ 商 業 

■現状と課題 

 
○ 近年の市場環境は、人口減少等による国内市場の縮小がもたらす売上減少、消費者志向

の変化、流通の多様化、安価な海外品の流入や取引のグローバル化など激しい競争環境

にあります。  
○ 市場で消費者に選ばれる商品を開発・販売するため、市場の動向を把握、分析し、事業

者、生産者に結果を還元しながら、自立する商業を育成する必要があります。  
○ また、牽引役となる商品のブランド化と情報発信、今後、伸長が期待できるインターネ

ット取引や共同購入、カタログ販売を取り入れるなど、厳しさを増している商業環境を

克服するために、商工会を中心として、商店個々の経営の近代化、サービスの向上、魅

力のある商店街、商業施設の整備等を行うことが求められています。  
○ 地域内ですべてのものが購入できるような、消費者の立場に立った店づくりが求められ

ています。  
○ 商業後継者を育成していく環境づくりが必要となっています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （資料：商業統計調査）  
 

まちづくりの柱５ 産業・交流 
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■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

商業が活性化してにぎわいがあり、楽しく買

い物ができます。 

こんなことに取り組みます 
施 策 担当課 

にぎわいのある商業の展開 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 

行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○商工会と連携して魅力と
活力ある店舗づくりを進
めます。 

○地域に愛される商業活動
を展開します。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 
年間商品販売額（商業
統計調査※） 

2,246 千万円 
（Ｈ16） 

－ 3,000 千万円 4,000 千万円 

 
日常 の買 い 物 の 便 利
さに 満足 し て い る 住
民の割合 

58.6％ 70.9％ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      商工会事業への支援 

                                                   
※商業統計調査：我が国の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的と

して実施する調査。 
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５－５ 勤労者 

■現状と課題 

 
○ 近年の原材料の値上がりや円高不況により、経営環境・消費動向の悪化が進むとともに、

地方における雇用環境は非常に厳しい状況にあります。  
○ 高齢者や障がい者、外国人、子育てをしている女性など、誰もが平等で、健康的に働く

ことのできる環境づくりが求められています。  
○ 特に近年、外国人の勤労者が増加してきており、多様な就業形態に対応できる労働環境

の整備が求められています。  
○ 働く意欲のある高齢者や若者などに対する情報提供や相談窓口の設置などにより、雇用

の安定を図ることが必要となっています。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標達成に必要な施策と成果指標 

こんなまちを目指します 

（まちづくりの目標） 

勤労者が安心して働ける環境が整備されてい

ます。 

こんなことに取り組みます 
施 策 担当課 

労働環境の整備 産 業 課 

 行政と住民・事業者の役割 
行 政 の 役 割 住民・事業者の役割 

○勤労者対策を充実します。 ○進んで勤労者に対する制
度を活用します。 

目標達成度を測る指標 
初期値 

（Ｈ18） 

中間値 

（Ｈ24） 

目標値 

Ｈ24 

（５年後） 

Ｈ29 

（10 年後） 

 
垂井 町内 に 勤 務 し て
いる住民の割合（国勢
調査） 

48.1％ 
（Ｈ17） 

43.8％ 
（Ｈ22） 

50％ 54％ 

 
完全 失業 率 （国 勢 調
査） 

5.0％ 
（Ｈ17） 

5.6％ 
（Ｈ22） 

4.5％ 4.0％ 

※垂井町内に勤務している住民の割合（国勢調査）：《中間値》町内勤務者 6,000 人 ÷ 就業者数 13,695

人 

※完全失業率（国勢調査）：《中間値》失業者数 809 人 ÷ 労働力人口 14,504 人 

まちづくりの柱５ 産業・交流 

労働力状態別15歳以上人口、労働力率、完全失業率

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

15歳以上人口総数(人） 24,005 24,558 24,702 24,289

15,386 15,448 15,308 14,504

64.1 62.9 62.0 59.7

就業者(人） 14,879 14,859 14,550 13,695

完全失業者(人） 507 589 758 809

完全失業率（％） 3.3 3.8 5.0 5.6

8,615 9,105 9,326 9,582

注）15歳以上人口総数には、労働力状態「不詳」を含む。 （資料：国勢調査）

非労働力人口(人）

労働力人口(人）

労働力率（％）
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